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『ゼロカーボンシティ』 ＝ 『カーボンニュートラル』

政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。
「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、

植林、森林管理などによる「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。※人為的なもの
カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削減 並びに 吸収作用の保全及び強化をする必要があります。

北本市のゼロカーボンシティを実現するには

●地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定

●脱炭素化推進法人または団体の組成
(地域新電力等)

●官民連携による脱炭素化の推進●再生可能エネルギーの地産地消の推進

●民間事業者との連携強化

●遊休地・荒廃農地・市有未利用の利活用
(ソーラーシェアリング/ため池利用など)
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市有未利用地/遊休地/荒廃農地の利活用

※PPA（Power Purchase Agreement：電力販売契約）モデルとは、PPA事業者と契約することで、太陽光発電システム設備
を初期費用ゼロで導入でき、メンテナンスもしてもらえる仕組みです。

脱炭素推進法人(まちづくり会社または地域新電力)が主体となり、地域の脱炭素化を牽引することによって、
北本市の「ゼロカーボンシティ」を実現







官民連携による脱炭素の推進

交付金の活用 ➡ デジタル田園都市国家構想交付金活用

民間事業者等が地方創生の担い手となり、公共的、公益的な役割を担うケースが増加していることから、そうした民間事業者等が
一定の要件等を満たす公共性・公益性を有する拠点施設等を整備する取組に対し、国・自治体が支援するものです。


